
   

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

羽生市商工会（法人番号 3030005005047） 

羽生市（地方公共団体コード 112161） 

実施期間 令和４年４月１日 ～ 令和９年３月３１日 

目標 

①事業承継支援、創業支援の強化による地域経済の維持、活性化を図

る。 

（計画期間内に事業承継支援事業者１５事業者、創業支援を行い 

創業に至った事業者１５事業者を目指す。） 

②小規模事業者の計画的な経営を支援し、経営基盤の強化を図る。 

（計画期間内に事業計画書策定事業者６０事業者を目指す。） 

③小規模事業者のＩＴ化・デジタル化を推進し、ＤＸに向けた意識を

向上させる。 

（計画期間内に当会の支援によりＩＴツールの導入・ホームページ

の開設に至った事業者１５事業者を目指す。） 

事業内容 

３．地域の経済動向調査に関すること 

①市内の事業所の景況調査（当会独自調査） 

②地域の経済動向分析（ＲＥＳＡＳを活用） 

４．需要動向調査に関すること 

  需要動向アンケート調査の実施と結果のフィードバック 

５．経営状況の分析に関すること 

  経営分析を行う事業者の掘り起こしと経営状況分析の実施 

６．事業計画策定支援に関すること 

  ①ＤＸセミナーの開催 

  ②事業計画策定支援 

  ③事業承継計画策定支援 

  ④創業計画策定支援 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  事業計画を策定した小規模事業者の計画実行支援 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  ①彩の国ビジネスアリーナ出展支援（ＢtoＢ） 

  ②ＥＣサイト開設支援（ＢtoＣ） 

  ③ＩＴツール導入支援 

連絡先 

羽生市商工会 

〒348-0058 

埼玉県羽生市中央 3丁目 7番 5号 

TEL：048-561-2134 

FAX：048-561-1422 

E-mail：hanyu@syoukoukai.or.jp 

羽生市 経済環境部 商工課 

〒348-0058 

埼玉県羽生市中央 3丁目 7番 5号 

TEL：048-560-3111 

FAX：048-560-3110 

E-mail：shoukou@city.hanyu.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

 
（１）地域の現状及び課題 

 ①現状 

 【立地】 

   羽生市は関東地方のほぼ中央、埼玉県の北東部に位置し、都心から 60km、さいたま市 

（浦和区）から 40kmの距離にあり、東と南は加須市、西は行田市、北は利根川を隔てて群馬 

県に隣接している。 

市域は東西 10.25km、南北 6.71km、面積 58.64平方キロメートル。 

主な交通機関は、東武伊勢崎線、秩父鉄道、東北自動車道羽生インターチェンジ、国道 

122号、国道 125号がある。 

市の中心部は、商工業の市街地となっており衣料の町として発展し、周囲は農業地帯で 

肥沃な田園に恵まれている。 

 

    
 

 

【人口】 

総人口：53,085 人、年少人口：5,575 人、生産年齢人口：31,232 人、老年人口：16,278 人

（2020年） 

 

羽生市の人口は 2000 年の 57,499 人をピークに年々減少し続け、この 20 年の間で 4,414

人減少し、2020 年の総人口は 53,085 人となった。対して、2000 年の 65 歳以上の老年人口

は 9,889 人であったが、この 20 年の間で 6,389 人増加し、2020 年の老齢人口は 16,278 人

となり、急速に高齢化が進行している。 
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   また、生産年齢人口、年少人口ともに 2000年をピークに減少し続けており、2045年の推

計値では生産年齢人口 20,316 人、年少人口 3,651 人と予測されており、ますます少子高齢

化が進行し労働者不足が危惧される。 

（出典） 

ＲＥＳＡＳ 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

 

 

 【産業】 

 〈事業所数〉 

総務省「経済センサス－基礎調査」，総務省・経済産業省「経済センサス－基礎調査」 

再編加工によると、市内事業所数は 2016年 2,171事業所で、2009年と比較すると 158事業

所が減少している。 

   2016年経済センサスによる当会管内商工業者数は 1,974件、うち小規模事業者数は、1,433

件で 72.6％を占める。また、当会の会員数は 1,041件（2021年 4月 1日現在）で組織率は

52.7%である。 

 

〈産業構造〉 

2,171事業所の内、最も多い業種は、卸売・小売業で 624事業所（28.7%）、続いて製造業

が 322事業所（14.8%）、宿泊業・飲食サービス業 229事業所（10.5%）、生活関連サービス業・

娯楽業 218事業所（10.0%）、建設業 177事業所（8.2%）の順となっている。 

ＲＥＳＡＳで特化係数を使った稼ぐ力分析を行った結果、卸売・小売業の中では、その他

の小売業が一番、付加価値額と労働生産性が高く、効率的に稼いでいることが分かる。また、

従業者数で見ると、繊維・衣服等卸売業が一番多くの労働者を確保していることが分かる。 
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製造業で同じ分析を行ってみると、製造業の中では、地場産業である繊維工業が一番、従

業者数と付加価値額が高く、より多くの地域の雇用を創出し稼いでいることが分かる。こう

した稼ぐ力分析結果から、繊維関連産業が本市の基幹産業であると言える。 
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 【観光】 

   羽生市の観光資源には、武州正藍染、国の天然記念物である国内唯一のムジナモ自生地「宝

蔵寺沼」、さいたま水族館、キヤッセ羽生、道の駅はにゅう、小説「田舎教師」、郷土料理百

選の「いがまんじゅう」などがある。 

   また、本市のキャラクター「ムジナもんと仲間たち」を活用した「世界キャラクターさみ

っと in 羽生」や羽生てんのうさま夏祭り、秋の羽生市商工まつりなど、四季折々、大小様々

なイベントが開催されている。 

 

  
         藍染産業           郷土料理「いがまんじゅう」 

 

  
   世界キャラクターさみっと in羽生       羽生てんのうさま夏祭り 

 

 

 【第６次羽生市総合振興計画】 

   羽生市では、2018 年 3 月にまちづくりを行っていく上で、最高理念と位置付けられる第

６次羽生市総合振興計画が定められている。 

この計画は、前期基本計画（2018年から 2022年）と後期基本計画（2023年から 2027年）

の１０年間の計画期間で、目指す都市像を明確にし、それを実現するための施策の方向性が

示されている。 

   基本計画 政策５産業・雇用 ～活気と魅力あるまちをつくる～ ５－２商工業の振興 

に以下の通り、当会との連携について随所に記載がある。 

なお、今後、2022 年 3 月には後期基本計画が示される。前期基本計画の基本構想を継承

しつつ、ＳＤＧｓやＤＸの導入など時代のニーズに配慮した計画となる見込みである。 
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 □施策の現状 

 

□施策の課題 

 

 □主な取り組み 

 

 

本市の商店街は、店主の高齢化や後継者不足、道路交通状況の変化や郊外型の大型店舗 

の進出など経営環境の変化のため、買い物客の減少や空き店舗の増加などによる空洞化が 

進んでいます。 

そのため、商店街の活性化を図ることを目的とした、地域商店街活性化協議会を立ち上

げるなど、賑わいを取り戻すための活動を行っています。 

また、伝統工芸の藍染があり、衣料のまちとして発展してきましたが、衣料品などの生 

産は、海外への工場移転が続いている状況にあり、産業の空洞化が進んでいます。そのた

め、中小企業者の事業振興に寄与できるよう融資のあっせんや利子補給などを行っていま

す。 

更に、平成２７（２０１５）年１０月には国の認定を受け、創業支援に積極的に取り組

んでいます。 

しかしながら、依然として市内中小企業者等は、厳しい経営状況が続いているため、商

工会や商工団体、企業、大型店舗などと更なる連携を図ることによる商工業の振興が必要

です。 

１ 商店街の集客力向上 

２ 商工会など各種商業団体との連携強化 

３ 市内企業に対する支援 

４ 地場産業の魅力向上 

５ 創業支援の推進 

（１）商工団体との連携による賑わいづくり 

商工会や地域商店街活性化協議会などの各種商工団体と連携を図ることにより、活気や

賑わいのあるまちになるよう、春には商店街活性化イベント、夏には市民プラザ屋上ビア

ガーデン、秋には商工まつり、冬には市民プラザイルミネーションの設置など、四季それ

ぞれにおけるイベント開催や、プレミアム付商品券の発行など、自主的な取り組みを支援

します。 

また、地域経済の活性化と豊かな市民生活を創造するため、中心市街地の拠点施設とし

て設置された市民プラザについては、適正に管理運営するとともに、利用者へのサービス

向上に努めます。 

更に、大型店舗に共同イベントの開催などを積極的に働きかけることにより、集客力を

高め、大型店舗との共存共栄を図ります。 

【主な事業】 

○商工会支援事業 

○商店街賑わいづくり支援事業 

○市民プラザ管理運営事業 
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 ②課題 
 〈商業・サービス業の課題〉 

令和２年度に当会で行った市内中小企業景況調査の回答では、商業・サービス業において、

「消費者ニーズの変化への対応」「需要の停滞」「大型店・中型店の進出による競争の激化」

を直面している経営上の問題点として捉えている事業者が多い。 

商店街においては、店主の高齢化と後継者不足、消費スタイルの多様化などにより、商店

街の人の往来が減り、利用者が少なくなり、空き店舗が目立つ。 

   商店街及びその周辺エリア一帯で、独自のブランド（個性と魅力、姿勢と思想）の形成と

公益性及び収益性が両立した持続的発展のため、エリアブランディングの発想に基づいた、

商店街を含むエリア一帯の魅力の向上が課題である。 

 

 〈工業の課題〉 

   令和２年度に当会で行った市内中小企業景況調査の回答では、工業においては、「製品ニ

ーズの変化への対応」「生産設備の不足・老朽化」「熟練技術者の確保難」を直面している経

営上の問題点として捉えている事業者が多い。 

基幹産業である繊維工業では、海外への工場移転が続いている状況にあり、産業の空洞化

が進んでいる。また、受注から請求処理まで伝票を手書きで行っている事業者やホームペー

ジを保有しておらず、自社の強みを発信できていない事業者も多く、ＩＴの利活用が遅れて

いる。 

 

 〈全産業共通する課題〉 

   近年、新型コロナウイルス感染症が蔓延するなど、不確実性の高まる時代においては、様々な

環境変化に柔軟に対応しなければならない。しかし、現状では、社長がすべてを把握し指示をす

るワンマン経営の事業者も多く、小規模事業者の多くは、これまでの経験と勘を頼りに経営を行

っているので、計画経営の重要性を啓蒙し事業計画策定を支援していく必要がある。 

   また、今後ますます、少子高齢化の進行や後継者不足による廃業の増加が懸念される。地域の

事業者が減少することは、地域の魅力を喪失することに繋がり、早急な対策が必要である。 

 

 

（４）創業支援の推進 

市内経済の活性化や雇用の確保を図るため、「羽生市創業支援事業計画」を策定し、平成 

２７（２０１５）年１０月に国の認定を受けました。市では、商工会などの関係機関と連

携して、創業支援ワンストップ相談窓口の運営や、創業支援セミナーの開催などの支援事

業を実施することにより、市内での創業を希望する方などを支援します。また、創業後に

ついても、内容に応じたきめ細やかな支援を行います。 

平成２８（２０１６）年度には、市内で創業を目指す方に、事業開始時に必要とされる

費用の一部を補助金として交付する「羽生市創業支援事業補助金交付制度」を創設し、強

力な支援をします。 

【主な事業】 

○創業支援ワンストップ相談窓口事業 

○創業支援セミナー開催事業 

○羽生市創業支援事業補助金交付事業 
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（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

  ①10年程度の期間を見据えて 

   ⅰ．今後、10年で、人口減少・少子高齢化が更に進むことが予測される。これに伴い、 

小規模事業者数の減少や従業員の確保難が予想されるため、事業承継支援と創業支援 

に注力し、現状の管内小規模事業者数を維持し、地域経済活性化の一助となるように 

努める。 

 

   ⅱ．10年後の地域の魅力の存続を見据えて、1社でも多くの小規模事業者が計画経営を実

践するように、計画経営の重要性を周知し、事業計画の策定支援、事業の実行支援を

推進する。 

 

ⅲ．今後、消費税のインボイス制度を踏まえた電子インボイスへの対応や補助金の電子申 

請など、ＩＴ化・デジタル化が当たり前の社会となることが予想される。しかし、経 

営資源の乏しい小規模事業者にとっては苦手な部分であり、その重要性を認識してお 

らず、ＤＸに向けた意識を向上させるための足掛かりとして、まずは、ＩＴツールの 

導入やデジタル技術の活用による業務の効率化、情報発信等から支援を始める。 

 
  ②羽生市総合振興計画との連動性・整合性 

    第６次羽生市総合振興計画の中で、商工会など商工団体との連携を強化し、市内で事業 

を営む中小企業者や市内での創業を希望する方などを支援すると述べられており、「活気

や賑わいにあふれた魅力ある商店街づくりを行い、市民が地元で便利に買い物ができるよ

うにするとともに、地場産業をはじめとする企業活動が盛んなまちにします。」という施

策の目的も本計画と連動性・整合性があると言える。当会としても本計画に掲げる将来都

市像「誰もが幸せを感じる、住み続けたいまち 羽生」の実現に向けて、羽生市と連携を

とりながら、小規模事業者の支援に関し主導的な役割を担う。 

 

  ③商工会としての役割 

    これまで地域の総合経済団体としては、市と連携して、地域の賑わいを創出する目的で

「羽生市商工まつり」や「ムジナもんワイワイまつり」といったイベントの実施や地域経

済の活性化を図る目的で「プレミアム付商品券発行事業」の実施や「創業支援セミナー」

を開催してきた。 

また、地域の小規模事業者の支援機関として、金融・税務・労務・経営一般の相談指導

等、経営改善普及事業を中心に、中でも経営革新計画の申請承認支援や小規模事業者持続

化補助金の申請支援等に重点を置き支援を行ってきた。しかし、これまで事業計画を策定

した事業者へのフォローアップが十分とは言えない。 

今後は、ＰＤＣＡサイクルを意識して、事業計画の策定から事業の進捗を確認し、事業

を実施した効果を検証し、継続的に指導・助言を行うように、まさに伴走型の支援体制を

構築する。 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

  ⅰ．事業承継支援、創業支援の強化による地域経済の維持、活性化を図る。（計画期間内に

事業承継支援事業者１５事業者、創業支援を行い創業に至った事業者１５事業者を目指

す。） 
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ⅱ．小規模事業者の計画的な経営を支援し、経営基盤の強化を図る。（計画期間内に事業計

画書策定事業者６０事業者を目指す。） 

 

  ⅲ．小規模事業者のＩＴ化・デジタル化を推進し、ＤＸに向けた意識を向上させる。（計画

期間内に当会の支援によりＩＴツールの導入・ホームページの開設に至った事業者１５

事業者を目指す。） 

 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和４年４月１日 ～ 令和９年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

  ⅰ．事業承継支援、創業支援の強化による地域経済の維持、活性化を図る。 

     市内経済の活性化や雇用の確保を図るため、セミナーや個別相談会を開催し、後継者

問題に直面している事業者の事業承継支援を行う。また、個別相談や市と連携して創業

支援セミナーを開催して、創業計画書の作成を促進することで創業の実現性を高める創

業支援を行い、市内での創業を促進させる。 

 

  ⅱ．小規模事業者の計画的な経営を支援し、経営基盤の強化を図る。 

     小規模事業者の経営の強化においては、巡回や窓口相談の際やセミナーを開催して、

計画経営の重要性を周知し、事業計画の策定及び実施を支援する。当会の全職員が資質

向上に努め、他の中小企業支援機関や中小企業診断士等専門家との連携を強化し、ワン

ストップで対応できる体制を整える。 

 

  ⅲ．小規模事業者のＩＴ化・デジタル化を推進し、ＤＸに向けた意識を向上させる。 

     埼玉県産業振興公社など他の中小企業支援機関との連携を強化しつつ、小規模事業者

を支援する側の当会職員のＩＴリテラシーの向上のために、ＩＴ化・デジタル化に関す

る研修へ積極的に参加し知識の習得に努め、個々の小規模事業者の実情に即した指導・

助言が行えるように資質の向上を図る。 

 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容  

 

３．地域の経済動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

 【現状】 

   現状では、四半期ごとに市内中小企業景況調査を当会理事の事業所を対象として行ってき

たが、調査票の回収が思わしくなく、回答を単純に集計した結果を理事会で報告はしてきた

が、地域の経済動向を分析・把握するまで至っていないため、分析結果の公表ができていな

い。 
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 【課題】 

   これまで、行ってきた市内中小企業景況調査は、年に４回実施しているうえ、調査項目が

多く、調査票の回答に協力してくれる事業者が少なかったため、調査回数・調査項目・調査

手法などを見直し、調査票の回収数を増やす工夫が必要である。 

また、ビッグデータを活用した情報収集・分析が出来ておらず、地域の経済動向の特性を

明らかにするためには、「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）の活用が必要と言える。 

 

（２）目標 

 
公表 

方法 
現行 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

①景況調査分析結果

の公表回数 

ＨＰ 

掲載 
－ １回 １回 １回 １回 １回 

②地域経済動向分析

結果の公表回数 

ＨＰ 

掲載 
－ １回 １回 １回 １回 １回 

 

（３）事業内容 

  ①市内の事業所の景況調査（当会独自調査）については、全国商工会連合会が行う中小企業

景況調査を参考に調査項目を絞り込んだ調査票を作成し、調査・分析を行い、結果を年１

回公表する。 

 

  【調査手法】 

   年に２回（９月と３月）、各調査項目に増加（好転）・不変・減少（悪化）の三択で回答    

する方式の調査票を手渡し及び郵送し、ＦＡＸ又は訪問して回収する。 

 

  【調査対象】 

   市内の事業者８０社 

（製造業、建設業、卸売・小売業、飲食・サービス業から各２０社ずつ） 

 

  【調査項目】 

   売上、仕入額、採算（経常利益）、従業員、資金繰り、業況 等 

 

  ②地域の経済動向分析については、「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）を活用して、経

営指導員等が分析を行い、結果を年１回公表する。 

 

  【分析手法】 

   1.地域経済循環マップ 2.産業構造マップ 3.人口マップ 4.企業活動マップ 5.観光

マップ 6.まちづくりマップ等のデータから各産業の現状やどの産業が効率的に稼いで

いるか等を分析して、地域の経済動向の特性を明らかにする。 

 

（４）調査結果の活用 

    小規模事業者が市場状況や経営環境を把握するためのデータとして、収集した情報や調

査分析した結果を年１回当会ホームページに掲載し、広く市内事業者に周知する。また、

経営指導員等が事業計画の策定を支援する際の基礎資料として活用する。 
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４．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

 【現状】 

   新しい商品・サービスの開発を検討している事業者等に対して、フィードバックするよう

な需要動向調査を実施していない。 

 

 【課題】 

   新しい商品・サービスの開発を検討する際に、マーケットインの観点から、顧客のニーズ

を把握することが重要であるが、お客様の声を反映させて、新商品・サービスの開発に取り

組む事業者が現状では少ない。 

 

（２）目標 

 現行 
令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

①対象事業者数 － ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

 

（３）事業内容 

   新しい商品・サービスの開発を検討している事業者を支援対象者として、対象事業者にヒ

アリングして、必要な調査項目を設定しアンケート調査の回答をまとめる。 

※製造業の事業者は、特に地場産業である繊維工業事業者を支援対象者として想定する。 

 

 【調査手法】 

  商業・サービス業の事業者は、来店客にアンケート用紙へ記入してもらう。 

  製造業の事業者は、展示会や商談会で見込み顧客や商談相手からアンケートの回答を得る。 

 

 【調査項目】 

  商業・サービス業：価格、味やパッケージ等の好み、従来商品・サービスとの比較、商品・

サービスの満足度など 

  製造業：製品の品質・価格・納期等の評価、他社との比較、当社に対する要望など 

 

 【調査結果の活用方法】 

  調査結果を当該事業者にフィードバックし、新しい商品・サービスの開発、改良に役立てる。

また、事業計画を策定する際に参考とする。 
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 ５．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

 【現状】 

   経営革新計画を策定する事業者や小規模事業者持続化補助金を申請する事業者を中心に、

令和２年度、支援した経営状況分析事業者数は２４社であった。 

 

 【課題】 

   当会が支援する経営状況の分析を行う事業者の多くが、持続化補助金を申請する際や融資

を申し込む際など必要に迫られてから行っており、経営分析を行って経営実態や経営課題を

把握した上で、事業計画に落とし込むことが理想的である。そこで、日頃から自社の経営実

態を把握しておくことの重要性を認識するように周知していく必要がある。 

 

（２）目標 

 現行 
令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

①セミナーの開催回数 － １回 １回 １回 １回 １回 

②経営状況分析事業者数 24社 30社 30社 40社 40社 60社 

 

（３）事業内容 

  ①経営分析を行う事業者の掘り起こし 

     自社の経営実態や経営課題の把握が習慣となるように、経営状況の分析の仕方を学ぶ

「経営分析セミナー」を開催し、経営分析を行う対象事業者の掘り起こしを行う。 

  【募集方法】 

   参加者募集チラシを作成し、会員に案内するとともに当会ホームページで広く周知する。 

 

  ②経営状況分析の内容 

  【対象者】 

セミナー参加者や新たな商品・サービスの開発、新たな販路開拓を目指すなど意欲的な事

業者 

【分析項目】 

 定量分析たる「財務分析」と定性分析たる「ＳＷＯＴ分析」の双方を行う。 

 〈財務分析〉直近３期分の決算状況をもとに売上増加率、収益性、生産性、健全性、    

効率性及び安全性の分析 

 〈ＳＷＯＴ分析〉内部環境：強み・弱み 外部環境：機会・脅威 

    【分析手法】 

   経済産業省のローカルベンチマーク等のソフトを活用して、経営指導員等が分析を行う。 

 

（４）分析結果の活用 

   分析結果を自社の経営実態の把握、経営課題の抽出のため、当該事業者にフィードバック

し、事業計画の策定に結び付ける。 
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 ６．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

 【現状】 

令和２年度は、経営革新計画を策定する事業者、経営力向上計画を策定する事業者、１０

社に対して事業計画書の策定を支援した。また、埼玉県産業振興公社と連携して、キャッシ

ュレス決済やＰＯＳレジの導入、ホームページの開設など小規模事業者のＩＴ・デジタル技

術の活用を支援している。 

 

 【課題】 

   これまでも、経営革新計画承認を目指す事業者や小規模事業者持続化補助金に応募する事

業者等に対して、専門家派遣やセミナーの開催を通して、事業計画の策定支援を行ってきた

が、事業計画策定の意義や重要性が浸透していない。 

 

（２）支援に対する考え方 

 新型コロナウイルスの経営に対する影響により、社会が元通りになる兆しが見えない中

で、今後、ＩＴ・デジタル技術の活用を強いられる状況が来ることも考えられる。そのよう

な状況に備えるためにも小規模事業者のＩＴ化・デジタル化を推進し、ＤＸに向けた意識を

向上させる必要があると考える。 

今後、ますます、事業計画の策定に関する支援の需要が増えることが予想されるが、事業

計画の策定の必要に迫られた事業者に対する支援に偏らないよう、事業計画策定の重要性を

周知し、事業計画策定を目指す事業者の掘り起こしと、より多くの小規模事業者の事業計画

策定支援を行う。 

事業計画の策定はあくまでも事業者が主体であり、それを側面からサポートすることに徹

する。これを通じて、事業者自らが事業計画書の策定を経験し、自分の計画であることを自

覚することが重要である。また、事業承継支援及び創業支援を強化して、地域経済の維持、

活性化を図る。 

 

（３）目標 

 現行 
令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

①ＤＸセミナー開催回数 － １回 １回 １回 １回 １回 

②事業計画策定事業者数 10社 10社 10社 12社 12社 16社 

③事業承継計画策定事業者    

 数 
－ ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

④創業支援を行い創業に 

至った事業者数 
－ ３人 ３人 ３人 ３人 ３人 

 

（４）事業内容 

  ①ＤＸセミナーの開催 

    事業計画の策定前段階において、ＤＸに向けた意識を向上させるために、ＤＸセミナー

を開催する。セミナー終了後、具体的な取り組みに向けて相談を希望する事業者には専門

家派遣を実施して、小規模事業者の経営力向上、業務効率化や販路開拓を支援する。 
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  〈ＤＸセミナー〉 

募集方法 会報への案内チラシを同封、ホームページ、公共施設等へチ

ラシを配架 

講師 ＩＴコーディネータや情報処理技術者 

開催回数 年１回 

カリキュラム 経営におけるＩＴ・デジタル技術の活用 

想定参加者数 １０名 

 

  ②事業計画策定支援 

事業計画策定セミナーを開催し、財務状態が悪化している事業者、どんぶり勘定で経営

をしている事業者、新たな取り組みを始めようとしている意欲的な事業者など事業計画の

策定が必要だと思われる小規模事業者の掘り起こしを行う。 

    セミナー終了後に事業計画の策定を希望する事業者には、専門家派遣を実施して、事業

計画の完成を支援する。 

 

〈事業計画策定セミナー〉 

募集方法 会報への案内チラシを同封、ホームページ、公共施設等へチ

ラシを配架 

講師 中小企業診断士 

開催回数 年１回 

カリキュラム デジタル化、ＩＴ活用について 

経営実態、経営課題の把握（経営状況分析の方法） 

経営課題解決のための取組 

アクションプラン 

数値目標 等 

想定参加者数 １０名 

 

  ③事業承継計画策定支援 

    経営者の高齢化や後継者不足が深刻化する中で、小規模事業者が有する技術やノウハウ

などの経営資源や雇用を喪失させないために事業承継個別相談会を開催して、事業計画の

策定を推奨し、円滑な事業承継を支援する。 

 

〈事業承継個別相談会〉 

募集方法 会報への案内チラシを同封、ホームページ、公共施設等へチ

ラシを配架 

講師 中小企業診断士 

開催回数 年１回 

想定参加者数 ５名 

 

  ④創業計画策定支援 

    羽生市と連携して創業支援セミナーを開催及び個別相談の実施により、創業希望者の知

識向上を図り、創業計画の策定支援を行うことにより、創業希望者の創業実現率を高める。 
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〈創業支援セミナー〉 

募集方法 会報への案内チラシを同封、ホームページ、公共施設等へチ

ラシを配架 

講師 中小企業診断士、税理士、社会保険労務士 

開催回数 年１回（５日間コース） 

カリキュラム ①創業に必要な心構えと基本知識 

②事業モデルを考える 

③企業運営に必要な税務・経理、労務の知識 

④事業モデルを固める 

⑤創業計画書に記入、完成させる 

想定参加者数 １５名 

 

 

 ７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

 【現状】 

   事業計画を策定したすべての事業者に対して、フォローアップを実施しているが、訪問回

数が少ないため改善が必要である。 

 

 【課題】 

   事業計画実行後の事業者の売上・利益等の経営指標の推移を把握し、その効果を検証して

継続的に経営に係る指導、助言を実施する必要がある。 

 

（２）支援に対する考え方 

   事業計画を策定したすべての事業者を対象として、フォローアップを実施する。巡回訪問

により事業計画の進捗状況を確認し、訪問回数を増やし集中支援する事業者と、順調と判断

し訪問回数を減らしても支障がない事業者を見極めた上で、フォローアップ頻度を定め、小

規模事業者の着実な計画実行に向け支援する。 

 

（３）目標 

 現行 
令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

①フォローアップ対象 

事業者数 
10社 16社 16社 18社 18社 22社 

②頻度（延べ回数） 11回 66回 66回 78回 78回 92回 

③売上増加事業者数 － ７社 ７社 ８社 ８社 10社 

④営業利益増加事業者数 － ４社 ４社 ５社 ５社 ７社 

 

（４）事業内容 

   これまで、事業計画を策定した事業者には、四半期に１度、巡回訪問し事業計画の進捗状

況を確認することとしてきたが、計画通りにフォローアップを実施できなかった。そこで、

今後は、訪問頻度を見直し、幅を持たせるようにする。 
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  〈訪問頻度〉 

   ・標準的支援先は、四半期に１度 

（令和 4,5年度は 5社、令和 6,7年度は 5社、令和 8年度は 6社） 

   ・集中支援先は、年６回 

    （令和 4,5年度は 3社、令和 6,7年度は 5社、令和 8年度は 6社） 

   ・順調な支援先は、年２回 

    （令和 4,5年度は 5社、令和 6,7年度は 5社、令和 8年度は 7社） 

      ・創業支援を行い創業に至った事業者は、年６回 

    （令和 4,5年度は 3社、令和 6,7年度は 3社、令和 8年度は 3社） 

    なお、特に進捗状況が思わしくない場合や債務超過、事業承継等、専門的な課題がある

場合には、中小企業診断士・税理士等の専門家と連携し、問題解決を図る。 

 

 

 ８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

（１）現状と課題 

 【現状】 

   平成２９年に利根・県央地域の商工団体が連携し、当会が主管となり販路開拓のための対

面式商談会を開催した。翌年、平成３０年には上尾商工会議所が主管となり開催され、管内

事業者の参加を促し販路開拓を支援した。また、令和元年度には埼玉県産業振興公社の協力

のもとキャッシュレス決済導入セミナーを開催した。 

 

 【課題】 

  小規模事業者にとって、経営資源の面からも販路開拓の分野は力の弱い部分であり、特に

支援を必要としている分野である。 

 

（２）支援に対する考え方 

  優れた新商品（新製品・新技術・新サービス）を持ちながら、新規性が高く具体的な市場

が顕在化していない、広域的な販路開拓を行いたいが手がかりがないなど、特に単独での販

路開拓が困難な地域の小規模事業者を対象として、小規模事業者の新たな需要の開拓のため

の広報活動、商談会や展示会への出展、ネット販売などＩＴの活用等を通じた販路開拓を支

援する。 

 

（３）目標 

 現行 
令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

①彩の国ビジネスアリーナ 

出展事業者数 
１社 ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

成約件数 － １件 １件 １件 １件 １件 

②ＥＣサイト開設事業者数 － １社 １社 １社 １社 １社 

売上高 － ５万円 ５万円 ５万円 ５万円 ５万円 

③ＩＴツール導入事業者数 － ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

売上増加率 － ５％ ５％ ５％ ５％ ５％ 
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（４）事業内容 

  ①彩の国ビジネスアリーナ出展支援（ＢtoＢ） 

    当会が自前で展示会等を開催するのは困難なため、毎年、県内で開催される彩の国ビジ

ネスアリーナへ製造業の事業者の出展を促す。出展前には、展示ブースレイアウトやプレ

ゼンテーションについて指導・助言する。出展後は商談相手のニーズをまとめ、商談相手

へのアプローチなどの支援を行う。 

   ※彩の国ビジネスアリーナ・・・公益社団法人埼玉県産業振興公社が主催する約 700 社 

（小間）の企業・団体が参加する国内最大級のビジネスマッチングイベント 

 

  ②ＥＣサイト開設支援（ＢtoＣ） 

    新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるために、インターネット販

売の検討を始める事業者が増加している。事業計画の策定やフォローアップを支援する中

で、そうした支援ニーズを捉え、インターネットでの販売計画を策定した事業者を中心に、

ＥＣサイトの開設を支援する。 

 

  ③ＩＴツール導入支援 

    巡回訪問やセミナーの開催を通じて、事業者の支援ニーズを把握し、ニーズに合った専

門家を派遣することで、ＥＣサイト開設支援以外にも顧客の購買単価やリピート率の向上

が期待できるキャッシュレス決済の導入、情報発信のためホームページの開設やＳＮＳの

活用、業務の効率化のためクラウド会計ソフトの導入等、小規模事業者のＩＴ化・デジタ

ル化を支援し、ＤＸに向けた意識を向上させる。 

 

 

Ⅱ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

 ９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

（１）現状と課題 

 【現状】 

   現状では、年に１度、正副会長、商業部会長、工業部会長で構成される総務委員会に羽生

市商工課長を交え、事業の評価及び見直しの提示を受けている。 

 

 【課題】 

   事業の評価及び見直し結果の開示が関係者に限られており、評価・見直し結果による改善

の仕組みも不十分である。また、関係者及び第三者（有識者）による協議会が未設置である。 

 

（２）事業内容 

   毎年１回、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検

証を行う。 

①協議会において、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

   協議会の構成メンバーは、以下のように想定する。 

・当会の総務委員会 

・羽生市経済環境部商工課長 

・事務局長 



- 17 - 

 

・法定経営指導員 

・外部有識者（中小企業診断士） 

  ②総務委員会において、評価・見直しの方針を決定する。 

  ③事業の成果・評価・見直しの結果については、理事会へ報告し、承認を受ける。 

  ④事業の成果・評価・見直しの結果を羽生市商工会のホームページで計画期間中公表する。 

  （http://www.syoukoukai.or.jp） 

 

 

 １０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）現状と課題 

 【現状】 

   経営指導員等の資質向上については、埼玉県商工会連合会が主催する研修への参加や全国

商工会連合会が実施する「ｗｅｂ研修」の受講等によって、小規模事業者を支援するために

必要な知識や情報を得ている。実践では事業者に専門家派遣を実施する際に帯同し支援ノウ

ハウを学び、支援能力の向上を図っている。 

 

 【課題】 

   経営指導員間の情報共有だけでなく、組織全体として知識や支援ノウハウを共有する仕組

みが不十分である。 

 

（２）事業内容 

  ①外部研修会等への積極的参加 

    経営指導員等の支援能力の一層の向上のため、埼玉県商工会連合会が主催する研修会に

加え、外部組織が開催する経営分析・事業計画の作成、販路開拓、事業承継等がテーマの

研修会に参加する。特にＤＸ推進にあたっては、小規模事業者を支援する側の当会職員の

ＩＴリテラシーの向上が必要なため、ホームページ・ＳＮＳを活用した情報発信、インタ

ーネット販売、管理業務のデジタル化、ＩＴツールの活用等がテーマの研修会には積極的

に参加する。 

 

  ②ＯＪＴ制度の導入 

    支援経験の浅い職員に対しては、支援経験の豊富なベテラン職員の巡回指導や窓口相談

に同席させ、ＯＪＴを実施し、組織全体としての支援能力の向上を図る。 

 

  ③組織内での支援ノウハウ等の共有 

    研修会等に参加し得た知識や専門家に帯同して得た支援ノウハウ等は、個人に帰属しが

ちなため、資料を回覧するだけでなく、月に１回ミーティングを開催し意見交換等を行う

ことで、職員の支援能力の向上を図る。 

 

  ④支援ノウハウ等のデータベース化 

    個社支援の記録をＢｉｚミルや商工会基幹システム経営カルテに適宜入力し、支援の状

況等を担当者以外の職員も把握できるようにデータベース化する。 
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 １１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

（１）現状と課題 

 【現状】 

   利根地域管内１０商工団体で構成される商工団体連絡会議や近隣４商工団体で構成され

る地域連携会議において、支援の現状や小規模事業者向けの支援施策等の情報交換を行って

いる。また、羽生市、青色申告会及び税理士会との意見交換会にて各業種の現状や支援状況

についての情報交換を毎年行っている。 

 

 【課題】 

   他の支援機関等との情報交換から得た情報は、持ち帰る資料が無い場合もあり、会議等に

参加した個人に帰属しがちで、組織全体として情報共有する仕組みが必要である。 

 

（２）事業内容 

   次の各支援機関との情報交換の会議には、可能な限り、複数名で出席するなど、他の支援 

機関との交流・参加者相互の支援ノウハウの情報交換を積極的に行う。また、収集した情報 

については、活用方法ごとに整理し、事務局内で毎朝行う朝礼の際に、職員全員で情報共有 

を行い、組織全体の支援能力向上を図る。 

 

  ①商工団体連絡会議（利根管内）への出席（年２回） 

埼玉県利根地域振興センターを中心とする、利根管内の商工団体１０団体※１が参加する 

「商工団体連絡会議」へ出席し、行政の施策をはじめ小規模事業者の個社支援ノウハウ・地

域活性化支援等の情報を得る。 

 

〈利根管内の商工団体１０団体※１〉 

羽生市商工会・加須市商工会・南河原商工会・久喜市商工会・幸手市商工会 

宮代町商工会・杉戸町商工会・白岡市商工会・蓮田市商工会・行田商工会議所 

 

②中小企業基盤強化事業（地域連携型）会議への出席（年６ 回） 

近隣エリアの商工団体※２で構成する「地域連携会議」へ出席し、行政の施策をはじめ小

規模事業者の個社支援ノウハウ・地域活性化支援等の情報を得る。 

 

〈近隣エリアの商工団体※２〉 

羽生市商工会・加須市商工会・行田商工会議所・南河原商工会 

 

③日本政策金融公庫 マル経協議会への出席（年２回） 

国の金融機関である日本政策金融公庫主催のマル経協議会※３へ積極的に参加し、金融 

支援他、公庫管内の融資制度の利用状況や各地域の資金需要や地域経済動向について情 

報交換を行う。また、小規模事業者等からの金融相談を受けた際には、迅速に対応する 

ため、普段から公庫職員との情報交換を行い、支援体制の強化を図る。 

 

〈マル経協議会※3の構成団体〉日本政策金融公庫 熊谷支店管内 

熊谷市／行田市／秩父市／加須市（旧北川辺町・旧大利根町を除く）／本庄市／羽生市 

鴻巣市／深谷市／横瀬町／皆野町／長瀞町／小鹿野町／東秩父村／美里町／神川町 

上里町／寄居町の商工団体 
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④市・青色申告会・税理士会との情報交換会の開催（年１回） 

地域の状況把握や金融支援他、創業や経営改善における事例や課題などについて、羽生市

税務課、羽生市青色申告会及び関東信越税理士会行田支部との情報交換会を開催すること

で、今後の支援に対する方向性の共有を図り、協力して個社支援に取組む。 

 

 

Ⅲ．地域経済の活性化に資する取組 

 

 １２．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

（１）現状と課題 

 【現状】 

   2019年度に埼玉県ＮＥＸＴ商店街プロジェクト事業に採択され、商工会、市、地元有志、

地元企業、教育機関等によって構成されたＭＡＬＬ ＤＥＳＩＧＮ実行委員会により地域経

済の活性化を推進している。対象商店街を中心に周辺エリアも含んだ個性と魅力作りとその

ための事業構築に取り組んでいる。商工会と市が事務局を務める。 

 

 【課題】 

   2021年 3月に商店街に位置する空き店舗の建物を再生・活用し、ＭＡＬＬ ＤＥＳＩＧＮ

の活動拠点「ＭＤ Library」を整備した。この「ＭＤ Library」は図書室機能を中心に、ス

モールオフィスや自習室、教室、セミナー、イベント、展示などのさまざまな用途を想定し、

子供から中高生、子育て世代、シニア世代までと幅広い層に利用される間口の広い運営を目

指している。ＭＡＬＬ ＤＥＳＩＧＮ活動資金確保のため収益事業の確立と事業の担い手のさら

なる発掘が必要である。 

 

（２）事業内容 

本活動拠点が主体性をもち、自立して活動できるよう人材を育成し、空き店舗物件と創

業希望者等のマッチングや 各種イベントへのチャレンジ出店等の調整を担う、実働組織

の組成と法人化の実現に向けた支援を行う。 

 

   ①ＭＡＬＬ ＤＥＳＩＧＮ実行委員会（月１回開催） 

   ②活動拠点「ＭＤ Library」の運営 

③まちに係る人材の育成 

   ④様々な団体との連携 

   ⑤ホームページ・ＳＮＳによる情報発信 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和６年７月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

 氏 名：小林 由之 

 連絡先：羽生市商工会 TEL.048-561-2134 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

  ⅰ．日々の小規模事業者の支援に関して経営指導員等に助言を行う。 

ⅱ．月に１回、事務局内の会議において本計画の進捗状況を報告する。 

ⅲ．年に１度、事業の評価・見直しを行う際に、必要な情報の提供を行う。 

 

会員 

総代会 

理 事 会 

会長 1 名 

副会長 2 名 

理事 25 名 

事 務 局 

事務局長 1 名 

法定経営指導員 1 名 

経営指導員 2 名 

補助員 2 名 

記帳専任職員 1 名 

記帳指導員 2 名 

監事 2 名 
総務委員会 

商業部会 

工業部会 

青年部 

女性部 

羽生市商工課 

商工振興係 
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（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

  〒348-0058 

  埼玉県羽生市中央 3丁目 7番 5号 

羽生市商工会 

  TEL：048-561-2134 ／ FAX：048-561-1422 

  E-mail：hanyu@syoukoukai.or.jp 

 

②関係市町村 

  〒348-0058 

  埼玉県羽生市中央 3丁目 7番 5号 

  羽生市 経済環境部 商工課 

TEL：048-560-3111 ／ FAX：048-560-3110 

  E-mail：shoukou@city.hanyu.lg.jp 

 

 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
R４年度 R5年度 R6年度 R7 年度 R8年度 

必要な資金の額 963 963 963 963 963 

 

 

Ⅰ地域経済動向 

調査費 

Ⅱ経営状況分析 

セミナー開催費 

Ⅲ事業計画策定 

支援事業費 

Ⅳフォローアップ 

事業費 

Ⅴ新たな需要開拓 

事業費 

Ⅵ事業評価協議会 

運営費 

 

80 

 

40 

 

460 

 

200 

 

140 

 

43 

 

 

80 

 

40 

 

460 

 

200 

 

140 

 

43 

 

 

80 

 

40 

 

460 

 

200 

 

140 

 

43 

 

 

80 

 

40 

 

460 

 

200 

 

140 

 

43 

 

 

80 

 

40 

 

460 

 

200 

 

140 

 

43 

 

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業収入 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 


